
豊
橋
市
、責
任
認
め
謝
罪

浜
松
市

の
浜
名
湖

で
２
０
１

０
年
、
愛
知
県
豊

橋
市
立
章
南

中
学
校

の
校
外
学
習
中
に
ボ
ー

卜
が
転
覆
し
、
水
死
し
た
西
野

花
菜
さ
ん

（
当
時
１２
）
の
両
親

が
豊
橋
市
な
ど
に
６
８
２
９
万

「

Й99r)
2012年 (平成24年)10月24日 水曜 日So/2′ 。

'「
 や0 ネ夫,

年,10月 25日 (本曜日) 11版 E■■目 30

市
長
、責
任
認
め
謝
罪
へ

■和解案のポイン ト

豊橋市は、西野花菜

さんの尊い命が失わ

れ、両親である原告

らに癒やしがたい悲

しみと多大な心労を

与えたことを謝罪す

る 。

・ 市は、校外学習での

安全対策や危機管理

体制が不十分だった

責任を認め、謝罪す

る。市長が原告らに

謝罪 す る場 を設 け

る.

胡転覆
浜
松
市
の
浜
名
湖
で
二

〇

一
〇
年
六
月
、
野
外
活

動
中
の
ボ
ー
ト
が
転
覆
し

て
愛
知
県
豊
橋
市
位
億
南

中
学

一
年
の
西
野
花
菜
さ

ん

――
当
時

全
↓
―
が
死
亡

し
た
事
故
で
、
両
親
が
豊

橋
市
な
ど
に
損
害
賠
償

を

求

め

た

訴

訟

は

二
十

四

日
、
市
が
事
故
責
任
を
認

め
公
の
場
で
謝
罪
す
る
こ

と
で
名
古
屋
地
裁
豊
橋
支

部

（
田
近
年
則
裁
判
長
）

で
和
解
が
成
立
し
た
。
佐

原
光

一
市
長
が

二
十
五
日

に
謝
罪
会
見
し
、
両
親
に

は

後

日

面

会

し

て

伝

え

る
。双

方
の
代
理
人
に
よ
る

と
、
和
解
条
項
は
、
静
岡

県
立
三
ケ
日
青
年
の
家
が

作
成
し
た
活
動
計
画
の
安

全
性
を
学
校
が
事
前
に
確

認
せ
ず
、
悪
天
候
に
も
か

市は十分に検証し、

安全マニュアル改訂

などの体制整備につ

とめ、再発防止に努

力する。

的ｇ
浜名湖ボ
ート事故

２
０
１
０
年
６
月
１８
日
夕
、

浜
名
湖
で
豊
橋
市
立
章
南
中
学

校
の
１
年
生
１８
人
と
教
師
２
人

が
乗

っ
た
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
が
モ

ー
タ
ー
ボ
ー
ト
で
引
航
中
に
転

覆
し
、
西
野
花
菜
さ
ん
が
水
死

し
た
。
当
時
、
大
雨
、
強
風
、渡
浪

な
ど
の
注
意
報
が
出
て
い
た
。

校
外
学
習
を
実
施

し
た
の
は

「静
岡
県
立
三
ケ
日
青
年
の
家
」

の
運
営
を
県
か
ら
委
託
さ
れ
た

「小
学
館
集
英
社
プ

ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
」

（
東
京
）
。
訴
訟
で
西
野

さ
ん
の
両
親
は
学
校
側
の
責
任

を
問
い
、
市
側
は
「青
年
の
家
は

自
信
を
持

っ
て
安
全
と
述
べ
て

い
た
。
専
門
家
を
学
校
側
が
信

じ
る
の
は
当
然
。
校
長
や
教
諭

は
十
分
な
注
意
義
務
を
果
た
し

て
い
る
」
と
反
論
し
て
い
た
。

摘
。
章
南
中
は
、
手
こ
ぎ
ボ
ー

ト
の
実
習
を
委
託
し
た
静
岡
県

立
三
ケ
日
青
年
の
家
の
訓
練
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
安
全
性
を
チ

ェ
ッ

ク
せ
ず
、
当
日
に
訓
練
を
実
施

す
る
か
ど
う
か
を
、
同
施
設
の

判
断
に
全
面
的
に
依
拠
し
、
学

校
が
独
自
に
安
全
性
を
検
討
し

な
か

っ
た
と
し
て
い
る
。

市
は
、
校
外
学
習
の
安
全
管

理
の
体
制
な
ど
を
検
証
し
、
再

発
防
止
の
指
針
や
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
改
訂
す
る
。
ま
た
、
学
校
行

事
や
学
校
教
育
の
場
で
生
徒
の

生
命

・
身
体
の
安
全
を
守
る
の

は
、
第
１
次
的
に
教
職
員
で
あ

る
こ
と
を
強
く
自
覚
し
、
再
発

防
止
に
向
け
て
不
断
の
努
力
を

す
る
こ
と
を
約
束
す
る
と
し
て

い
る
。

円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟

で
、
市
側
が
安
全
を
確
保
す
る

義
務
を
怠

っ
た
責
任
を
認
め
て

両
親
に
謝
罪
し
、
再
発
防
止
に

取
り
組
む
な
ど
と
す
る
和
解
案

西野花菜さん

=両親提供

て
会
見
し

「要
求
を
全
面

的
に
受
け
入
れ
た
と
評
価

で
き
る
。
豊
橋
市
は
再
発

防
止
に
向
け
、
や

っ
と
ス

タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立

っ
た

と
思
う
」
と
話
し
た
。

佐
原
市
長
は

「争
う
の

は
本
意
で
は
な
く
、
裁
判

か
わ
ら
ず
実
施
の
可
否
を

一所
の
和
解
案
を
そ
の
ま
ま

判
断
し
な
か

っ
た
点
な
ど

一受
け
入
れ
た
」
と
の
コ
メ

を

豊

橋

市

の
責

任

と

し

一
ン
ト
を
出
し
た
。

の
支
払
い
で
合
意
し
、
県

一と
な
る
。
豊
橋
市
は
和
解

議
会
の
議
決
を
経
て
和
解

一金
を
負
担
し
な
い
。

た
。
市
が
校
外
学
習
の
安

全
管
理
体
制
を
検
証
し
、

教
員
研
修
な
ど
を
通
じ
て

一再
発
防
止
に
努
め
る

こ
と

も
含
め
た
。

父
親
の
西
野
友
章
さ
ん

全
し
は
和
解
成
立
を
受
け

を
名
古
屋
地
裁
豊
橋
支
部
が
示

し
た
。

校
外
学
習
を
業
者
に
委
託
し

た
場
合
で
も
、
生
徒
の
生
命

・

身
体
の
安
全
を
守
る
責
任
が
教

職
員
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し

て
い
て
、
両
親
の
主
張
が
全
面

的
に
認
め
ら
れ
た
。
佐
原
光

一

市
長
は
謝
罪
す
る
意
向
を
示
し

て
お
り
、
市
側

も
和
解
案
を
受

け
入
れ
る
と
み
ら
れ
る
。
同
支

部

で
和
解
が
成
立
す
る
見
込
み

だ
。和

解
案
で
は
、
市
教
育
委
員

会
が
校
外
学
習
の
安
全
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
定
め
ず
、
学
校
側
に
適

切
な
指
導
や
助
言
を
す
る
体
制

が

で
き

て
い
な
か

っ
た
と
指

青
年
の
家
を
運
営

す
る

小
学
館
集
英
社
プ

ロ
ダ
ク

シ

ョ
ン

（東
京
）
と
は
同

日
、
プ

ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
側

が
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と

で
和
解
が
成
立
。
施
設
設

置
者
の
静

岡
県
も
賠
償
金
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責
任
認
め
、遺
族
に
謝
罪
へ

厠
洒
褥
礫
警

一豊
橋
市
、和
解
方
針
示
す

>P/'t

浜
名
湖
転
覆
訴
訟

浜
松
市
の
浜
名
湖
で
二

〇

一
〇
年
六
月
に
野
外
活

動
中
の
ポ
ー
ト
が
転
覆
し

て
愛
知
県
豊
橋
市
章
南
中

学

一
年
の
西
野
花
菜
さ
ん

―
当
時
全
↓
―
が
死
亡

し
、
両
親
が
豊
橋
市
な
ど

浜名湖転覆事故
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野
さ
ん
の
父
親
の
友

草
さ

ん
全
じ
は

「預
か

っ
た
子

ど
も
を
無
事
に
帰
せ
な
か

っ
た
学
校

の
責
任
を
ま
ず

は
認
め
て
は
し
い
」
と
述

べ
、
和
解
案
の
内
容
次
第

で
和
解
に
応
じ
る
可
能
性

を
示
し
た
。

豊
橋
市
は
七
月
の
第

一

回
口
頭
弁
論
で
、
事
故
責

任

を

認

め

ず

全

面

的

に

争
う
姿
勢
を
示
し
た
。
そ

の
後
、
裁
判
所
か
ら
双
方

に
和
解
の
打
診
が
あ
り
、

佐

原

光

一
市

長

が

九

月

六
日
の
会
見
で

「
で
き
る

六
　
Ё

√
「

た

響
ヵ

２
０
１
０
年
の
浜
名
湖
ボ
ー

ト
転
覆
事
故
で
水
死
し
た
中
学

１
年
生
の
両
親
が
、
愛
知
県
豊

橋
市
な
ど
に
損
害
賠
償
を
求
め

た
訴
訟
の
弁
論
準
備
手
続
き
が

２４
日
、
名
古
屋
地
裁
豊
橋
支
部

で
あ

っ
た
。
市
側
は
、
初
め
て

事
故

の
責
任
を
認
め
て
謝
罪

し
、
和
解
に
応
じ
る
方
針
を
示

し
た
。

市
側
の
代
理
人
弁
護
士
は
、

市
の
法
的
責
任
に
つ
い
て

「事

故
と

の
因
果
関
係
を
認

め
る

と
い
う
、
厳
格
な
意
味

で
市

の
責
任
を
認
め
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
が

、
広
い
意
味

で
は

『
こ
う
す
れ
ば
よ
か

っ
た
』
と

自
戒
を
込
め
て

（
責
任
を
）
認

め
る
方
向

で
い
く
」
と
話
し

た
。事

故
は
中
学
校
の
野
外
活
動

中
に
起
き
た
。

市
立
章
南
中
学

校
の
西
野
花
菜
さ
ん

（
当
時

・２
）
が
亡
く
な
り
、
両
親
が
今

年
５
月
、
中
学
校
に
も
責
任
が

あ
る
と
し
て
豊
橋
市
な
ど
を
提

訴
。
８
月
に
同
支
部
か
ら
和
解

協
議
の
提
案
が
あ
り
、
佐
原
光

一
市
長
は
和
解
を
進
め
る
考
え

を
示
し
て
い
た
。

た
。市

側
の
弁
護
士
は
取
材

に

「
西
野
さ
ん
の
命
が
失

わ
れ
た

こ
と
に
謝
罪
し
、

ど
う
す
れ
ば
事
故
を
防
げ

た
か
自
省
し
た
い
」
と
話

し
た
。
記
者
会
見
し
た
西
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安
全
確
保
義
務
違
反
認
め
る

き
ょ
う
佐
原
市
長
「謝
罪
会
見
」

２
０
■
０
年
０
月
に
浜
名
湖
で
起
き
た
謀
外
授
業
中
の
カ
ッ
タ
ー
ボ
ー
ト
転
種
事
故
で
、
死
亡
し
た

豊
橋
市
車
南
中
学
校
の
西
販
化
菜
さ
ん

（当
時
口
）
の
両
親
、
西
野
友
煮
さ
ん
と
光
工
さ
ん
が

，
一協
市

な
ど
を
り
＋
に
起
こ
し
た
損
営
賠
僣
話
求
の
第
３
□
弁
論
手
続
き
が
２
日
、

名
古
屋
地
裁
聖
橘
支
部
で

あ
り

市
は
“
一
確
保
の
義
務
を
怠

っ
た
こ
と
を
記
め
る
な
ど
遺
族
側
の
要
求
を
全
面
的
に
受
け
入
れ

施
“
が
成
Ｖ
し
た
．

冗|〕
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９
口「
自
の
第
２
口
Ｔ

並
古
攣
いで
、
一ｍ
型
」裁

判
所
の
和
”
０
告
に
沿
っ

て
菫

れ
中

重
屋

笙

¨
め

て
両
親
に
謝
罪
す
る
。
「

故
を
校
一一
し
て
再
発
防
止

に
努
め
る
な
ど
に
は
同
意

し
て
い
た
が
、一天
需
驚
重
誠

務
違
反
に
つ
い
て
は
一，
一

に
は
記
め
て
い
な
か

っ
た
．

週
族
側
は
、
慟
去

の
判

例
を
引
き

「校
外
学
理
を

業
者
委
託
し
た
場
合
で

も
、
生
掟
の

，
令
を
守
る

工
務
は
学
校
側
に
あ
る
」

と
■
嘔
　
“
″
素
に
盛
り

込
む
よ
う
に
要
求
．
市
側

は
＾
需
出

に̈
認
め
た
。

一
嘔
非
は
枚
外
学
習
で
の

●
一一

，
策
に
不
鮨
が
あ
っ

た
―
●
体
的
に
は
三
ケ
ロ

育
年
の
マ
が

，
成
し
た
前

槙
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
し
っ
か

り
■
討
し
て
、
す
一
性
を

チ

ェ
ッ
ク
す
る
な
と
し
な

か

っ
た
、

こ
と
を
記
め
て

一●
つ
よ
う
に
求
め
た

和
”
葉

に
盛
り
込
ま
れ

た

「“
ｉ
配
慮
を
怠
っ
た

責
任
を
認
め
、
公
式
の
場

で
″
原
市
長
が
謝

，
」
を

市
側
は

，
■
し
た
．
盛
り

込
ま
れ
な
か

っ
た
が
　
逮

族
側

が
求
め
て
い
た

「遺

本
の
こ
う
な

っ
た
癒
や
し

難
い
憩
し
み
な
ど
の
対
す

る
謝
罪
文
を
広
報
と
よ
は

し
お
よ
び
“
Ｉ
Ｐ
に
掲
載

す

０
」
に
つ
い
て
も
市
側

は
行
う
こ
と
を
ユ
め
た
。

わ
側
の
足
立
陽

一
郎

，

■
■

は
和
解
宋
の
本
〓
則
受

け
入
れ
に
つ
い
て

「
ｔ

，

さ
ん
が
Ｌ
く
な

っ
た
こ
と

に
対
し
、
ど
う
す
れ
は
い

い
の
か
″
ｉ
“

＾
し
ん
し
）

に
考
え
た
結
果
」
と
述
べ

た

．
方
、

和
″
金
に
つ
い

て
は
三
ケ
Ｈ
青
年
の
家
の

指
定
管
理
者
で
あ
る
小
学

“
　
卒
英
社
フ
ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
と
設
置
者
の
難
岡
県

の
２
者
が
支
払
う
こ
と
も

決
ま

っ
た
　
豊
橘
市
側
は

，
■

わ
な
い
．

「
解
が
盛

ｖ
し
た
こ
と

を
、
西
野
友
章
さ
ん
は
『
ま

ず
は
ほ

っ
と
し
て
い
る

し
か
し
、
そ
の
反
面
謝
罪

，
，

は
ほ

っ
と
し
た
気
持
ち
」
と
話
す
西
野
さ
ん

―
豊
橘
市
の
中
部
地
区
市
民
館
で

第 3回弁論手続き

第101667号

ち
、

消
“
輛
一の
充
”

颯
化

と
“
犀
津
波
防
災
対
策
の

２
識
案
を
■
月
８
日
の

，

国
壺

識
会
議

長

豊
詳
議
■

一
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
中

し
合
わ
せ
た

一　

議
長
会
は
、

４
県
の
“

理
事
と
柑
訣
役
を
務
ゆ
る

一望
」
の
四
つ
の
要
望
案
を

欝
隋
蜀
諄
『
許

口
談
会
が
メ
ン
パ
ー
で
■

■
は
■
市

か
務
め
る
．
着

一

に
受

〓
を

行
い
、

秋
と
冬

は
型

，
に
な

っ
て
い
る
市

一

の
持
ち
回
り
で
型

十

〓
を

一

開
い
て

い
る
．
こ
の
日
は

、

赫峠融議豊議

出
席
し
た
。　
　
　
　
　
　
一

，
出
す
る

「消
防
団
の
充

合
面
は
五
田
明
久
登
精

一事
洒
化
」
は
、
団
詰
め
所

市
議
会
議
長
が
議
長
を
務

一
の
耐
震
化
と
団
員
の
待
遇

め
た
。
「
消
防
団
の
■
■
強

一
改
善
、
国
主
導
で
団
「
人

化
」
“
晨

卑
波
●
■
対

一題
を
促
す
キ
ャ
ン
ベ
ー
ン

唖鍛
靱
判
直
濶
酬
¨

経
済
活
性
化
を
求
め
る
要
一知
、
螂
波
愕
測
ネ
ッ
ト
ワ

―
ク
シ
ス
テ
ム
整
備
と
、

世
”
露
乖
の
た
０
の
整
偉

に
国
の
補
助
制
度
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
要
望

し
て
い
る
．
　
　
　
　
　
　
一

次
国
は
来
年
２
月
７
口

に
静
岡
県
彎
田
市
で
開
か

一

れ
る
　
　
　
（安
藤
聡
）

一

消
防
団
強
化
と
防
災
対
策

雛

、
雪

、
言

、

静
阿
の
４
県
の
市
議
会
で

つ
く
る
東
海
市
議
会
議
長

会
△
賞

〓
憾
一正
岐
阜

市
議
会
議
長
）
は
■
日
、

０
補
市
七
口
町
の
ホ
テ
ル

ア
ツ
シ
ア
０
栃
で
第
２
５

７
回
理
事
会
を
開
い
た
。

可
ユ
し
た
４
議
黎

の
う

議
案
を
審
議
す
る
出
席

者
ら
―
ホ

一
ル
ア
ツ
シ

ア
螢
橋
で

解
説
　
■
空
の
一ヨ
ル
の
●
●
影
響
て
〓
一唄
ま

ヽ
一

で
は
極
雲
が
広
が
る
か
市
の
に
る
こ
と
は
な

ヽ
花

く

一す
一
Ｅ
尚
気
Ｉ
に

，
わ
れ
穏
や
か
な
け
れ
．
５
ハ

く■,]li● j,;()01■  11(市

対111  11 =ヽ  最大Fポ量

「ゾ

ウ

の
群
れ
飼
育

豊
唯
会
が
わ
川
午
４
草
¨

■
橘
ｔ
Ａ
Ｓ
Ｃ
同
窓
を

，
同

技
能
五
輪

盛
り
上
げ

責
金
自
に
色
づ
い
た
イ
ン
ナ
ン
ー
岩
曰
澪
則

黄
金
色
の
実

深

す

る
の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な

に

持

間
が

か

か

っ
た

の

か
」
と
複
雑
な
気
や
ち
を

ｍ
か
し
た
．

「
二
度
と
事
菫
が
起

こ

ら
な
い
よ
つ
、
風
化
さ
せ

ず
に
、
後
世
に
伝
え
る

こ

と
が
、
遺
族
の

，
め
だ
と

思
う
」
と
話
し
、
一
公
ユ
凹
の

事
故
に
間
す
る
）
＝

，
■
な

ど
を
、

自
分
た
ち
で
作
成

し
て
市
内
の
学
校
図
書
館

に
配
れ
た
・́

と
腕
け
た
。

［
側
は
き

ょ
う
”
日
午

小
林
県
議
会
議
長
が

案

仏
両
国
を
訪
間

来
月

４
日

か
ら

小

ホ
“

県

議

会

議

長

（
豊
川
市
選
出
　
自
民
）

は
、

「
月
■
日
か
ら
１１
日
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一 浜 名湖 転 覆 事 故裁 判j一裁
判
″
か
ら
テ
さ
れ

た
和

，
案
に
は
、
豊
ｆ

市
に
対
し
て

，
外
学
≧

に
お
け
る
●
企
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
ユＦ
一
し
て
い
な

い
こ
と
や
指
導
具
に
一栗

“
を
求
め
な
か

っ
た
こ

と
、
一ス
船
〓
名

，
を
一月

「
に
活
用
せ

，
に
・メ
助

が
遅
れ
た
こ
と
　
な
ど

に
つ
い
て
同
市
が
責
任

を
記
め
て
貝
告
に
討
デ

丁
る
内
容
ｉ

、
学
●
行

事
て
■
徒
の
●
企
を

，

る

の
は
■
ｈ

員

で
あ

り
、
青
発

，
■
に
努
め

て
い
く
こ
と
も
記
さ
れ

て
ｔｌ
る
。

“
引
に
和
平
成
立
に

つ
い
て
Ｆ
原
市
長
が
奎

ｉ
を
開
き
、

」
野
さ
ん

大
姜
へ
の
■
開
で
の
謝

皐
は
別
の
日
に
行
わ
れ

る
予
定
。

●
市
の
■
護
人
、
足

立
陽

一
郎

丼
議

士
に

「
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

，

ヽ
ニ
ポ
と
よ
は
し
へ
の

訂
罪
内
容
の
■

工
も
十
・

・え
て
い
く
」
と
し
て
い

る
．会

見
に
臨
ん
だ
西

，

さ
ん
に
　
ｒ
を
共

っ
た

悲
し

‘
が
言
れ
る
０
け

で
は
な
い
．
●
■
一藷

め
る

の
に
、
な

ぜ

こ
ん

工
名
胡

（́

松
市
）
で
ｍ

（
平
成

″
）
年
に
訓
■

卜
の
手
こ
■
ボ
‐
卜
が

話
Ｉ
し
、
■
楕
市
彗
一言
中
学
●
の
●
野

花
烹
さ
ん

（当
時
■
一
が
亡
く
な

．̈
た

■
枚
て
、
■

，
が
言
樗
市
な
ど
Ｌ
■
亭

畔
償
を
求
め
て
い
る
訴
訟
の
■
論
■

備
手
続
ミ
一が
聾
□
、
名
■
七
当
橋
上
部

（
田
近
年

型̈
裁
判
長
）
で
ｍ
か
れ
た
．
豊

清
市
は
、
責
任
を
認
め
て
円
■
に
計
乖

，
る
裁
判
所

一
ら
の
「
解
案
を
三
け

入
れ
て
「

，
が
成
立
し
た
。
■
〓
の
両

野
●
章
さ
ん
は

「
私
た
ち
の
要
望
が

，

け
入
れ

つ
れ
て
女
量

一
の
た
ど
）
し
て

――
る
」
と
感
想
を
語

っ
た
。
訓
■
を
実

●
し
た

「

一ケ
コ
青
一
●
〓

一
の
調
置

管
理
■
、
市
同
員
と
は
２
月
に
「
馨
が

成
立
す
る
予
定
．
■
設
管
理
青
の

「
小

■
キ
集
■
■
プ
画

，
ク
シ
ョ
ン
」
と
も

，
日
、
コ
■
が
成
立
し
た
．

両
親
も
和
解
受
け
入
れ

き
ょ
う
佐
原
市
長
会
見

■
に
も
時
間
と

，
“
が

，
か
る
の
か
Ｌ
■
う
〓

い
ｔ
あ
る

一
二
ｔ
■
‘

言
り
、
責
■
を
話
●
≡

い
万
■
が
ら

一
■
し
て

■
■
■
か
ら
の
●
デ
〓

イ
●
●

人
れ
た
こ
と
に

つ
い
て

「
Ｉ
Ｌ
記
■
し

た
上
［
〓
間
き
た
い
」

ル
一一
¨

，
一
一

「
●
き
た
に
、
う
に

に
同
百
へ
「
Ｆ
■
ヽ
●

■
［
＾
書
■
提
出
．
市

¨
■
ら
日
■
な
千
干
は

な
く
〓

■
に
三

一
た
。

９
月
■
Ｈ
に
「

か
れ
た

■

許

準

ｒ

手

ｔ

き

で
、

原
告
何
』
五
ゴ
一町
へ
和

絆
■
ｔ
ｉ
出
．
一

の
場

で

一［
刊

●
一
Ｆ

を̈
認
め

，

罪

，
そ
こ
と
を
求
め

る
ヽ
●
て
、

Ｔ
，

ほ
Ｔ

■

に
に
し
る
意
向
を

示

し
、
今
月
■
旬

に
裁
判

所
か
ら
原
告
、
市
到

ヘ

Ｔ
解
車
が
ｉ

示
〓
れ

て

い
一
Ｌ

ご
両
親
に
対
し

あ
ら
た
め
て
お
わ
び

佐
原
市
長
コ
メ
ン
ト

一●
つ
た
め
て
亡
く
な

・つ
れ
た
ば
野
化
支
さ
ん

の
こ
阜
罵
を
お
千
り
し

て
、
こ
両
‘
に
適
や
し

が
た
―、
悲
し
み
や
心
●

を
与

え
た
こ
と
に
お
わ

び
中
し
上
げ
ま
す
．

一
」
”
「

『
¨
一
一
一

市

を

行

っ

た
。
し
か
し
副
‘
月
ガ

六
き
く
、
■
■
の
対
年

と
な
り
、
こ
の
地
方
で

は
ほ
Ｌ
ん
ど
行
わ
な
く

な
っ
た
▼
企
業
や
匡
■

で
■
●

が
言
化
す
る

と
、
全
員
を
年

の
て

一
や
る
気
が
足
り
な
い
」

な
〓
■
一言

っ
て
、
奮
起

を
，
，

こ
と
が
多
か

「

ｔ
　
今
も
　
そ
う
し
た

Ｉ
●̈
Ｌ
ヽ

●
て
ｔｉ
る
▼

せ

ヰ
ヨ
ホ
一に
し
ろ
、

，

会
見
で
和
解
．屁
立
に
つ
い
て
語
る
西
野
さ
ん

（三
盾
市
由
●
地
区
雨
民
に
で
）

ビ
っ
子
■
・リ
カ
ー
に
し

ろ
、
負
け
る
と
、
監
督
が

全
員
を
集
め
て

「
や
る

気
が
あ
る
の
か
。
お
¨

ら
、
気
持
ち
で
０
け
て

い
る
ん
だ
」
な
ど
と
精

「
論
キ
一ぶ
つ
．
〓
う
し

た
光
景
を
Ｌ
折
見
か
●

る
▼
子
ど
も
た
ち
な
り

に

一
生
懸
命
や

っ
た
の

に
、
な
せ
な
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
．

訳
が

，
か
ら
ぬ
ま
ま
、

日
が
ま
る
の
を
行

っ
て

――
る
．
だ
か

り
、
今
後

に
，
，

つ
こ
と
も
な
い

▼
澤
手

一
人
の
エ
ワ
ー

や
社
員

一
人
の
ミ
ス
で

ｔ
　
チ
ー
ム
●
に
、
＾

る
い
は
企
業

，
●
を
十

と
し
、
バ
ッ
シ
ン
グ
す

る
こ
と
が
多
か

っ
た
．

口
事
も
全
体
責
〓
に
及

ん
だ
。

，
中
散
布
ｔ
そ

う
だ
が
ヽ
全
体
を
■
め

る
こ
と
で
、
良
い
サ
ま

で
摘
ん
で
し
ま
・つ
こ
と

が
少
な
く
な
い
．
と
く

に
子
ど
も
は
そ
う
だ
。

とりあ4‐tお好きな由を「両手Jで ―由

-

ヽ年
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■豊橋市長、これまでの主な主張

4月中旬 取材
静岡県と同じように謝つてないと言われても分

からない。同県が管理している有名な指定管理

者 (に任せた)。 校長先生も海上の気象の変化

が分かるわけがない。行事をやつた責任は市役

所にあると言われるが、違うと思う。行事をや

ったことを私は少なくとも知らない。

5月 7日 定,1会見

先生方は十分に行動されたというふうに思うし

かない。事故報告を見る限 り、(先生の行動が )

原因となつて事故が起きたということではない

7月 4日 訴訟での答弁書

事故を、専門的な知識・技能を有しない学校側

が容易に想像できるはずもない。これまで指導

員の乗 らないボ ー トの安全性 に問題 はなか つ

た。ボ ート出港時は雨は断続的に強く降 つてい

たが、出港基準自体はすべてク リアしている状

況において校長が中止の申し入れをすることな

ど到底できるものではない。

7月 9日 定例会見

訓練の中で校長や教員 らが一般的に求められて

いる安全配慮義務は十分果たしていた。船は一

般的に、どんな船でも危険かと言われれば、そ

れはその通 り。一般論とは関係ないでし■。

10月24日 和解成立受けコメン ト

ご両親と法廷の場で争 うことは本意でなく、裁

判所から提示された和解案をそのまま受け入れ

させていただきました。

ヽ 、
、●

海

‐

０
　
・〓

´／

第3侵言順 物認可  ●

の
努
力
を
す
る
」
と
し
た
。

支
蔀

科
学
省
は
、
子
ど
も
た

ち
が
自
然
の
中
で
学
ぶ
野
外
教

育
を
推
進
し
て
い
る
。
同
省
に

よ
る
と
、
２
０
１
０
年
度
に
は

３．
道
県
教
委
が
、
教
職
員
の
初

任
者
研
修
を
各
地
の

「青
少
年

自
然
の
家
」
な
ど
の
施
設
で
実

施
し
た
。
た
だ
、
研
修
内
容
は

各
教
委
任
せ
。
初
任
者
研
修

の

中

で
ど

こ
ま

で
野
外
教
育

に

つ

い
て
の
指
導
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
か
ま

で
は
同
省
は
把
握
し

て
い
な
い
。

野
外
教
育
の
指
導
者
を
養
成

し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「
国
際

自
然
大
学
校
」

（
東
京
都
狛
江

市
）
は
、
東
京
都
内
の
市
教
委

の
初
任
者
研
修
に
専
門
講
師
を

派
遣
し
、
野
外
教
育
に
お
け
る

安
全
管
理
に
つ
い
て
の
知
識
を

伝
え
て
い
る
。

今
年
７
、
８
月
に
あ

っ
た
愛

知
県
教
委
の
初
任
者
研
修
は
、

海
辺
の
生
物
観
察
や
砂
の
造
形

活
動
を
し
た
が
、
外
部
講
師
は

呼
ば
な
か

っ
た
。
ま
た
、
野
山

に
出
か
け
る
実
地
研
修
は
、
教

員
を
続
け
る
間
、
こ
の
１
回
だ

け
だ
と
い
う
。

文
科
省
の
担
当
者
は

「命
に

関
わ
る
こ
と
な
の
で
研
修
の
機

会
は
設
け
て
い
る
。
だ
が
研
修

は
任
命
権
者
で
あ
る
都
道
府
県

が
す
る
の
が
原
則
で
、　
一
律
の

義
務
化
は
難
し
い
」
と
話
す
。

（井
上
藝
昌
）

ボ
■
霞
醒
実
施
、教
委
任
せ

浜
名
湖
ボ
ー
ト
転
覆
事
故
訴
訟
で
２４
日
成
立
し
た
和
解
で

は
、
豊
橋
市
は
従
来
の
姿
勢
か
ら

一
転
し
て
責
任
を
認
め
、
教

職
一泉
が
野
外
教
育
の
安
全
管
理
に
つ
い
て
の
研
修
な
ど

「不
断

の
努
力
」
を
す
る
と
約
束
し
た
。
だ
が
、
全
国
の
学
校
現
場
で

は
教
職
員
の
野
外
教
育
研
修
は
義
務
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
地

の
教
育
委
員
会
に
任
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

和
解
条
項
に
よ
る
と
、
市
は

「生
徒
の
安
全
を
守
る
の
は
第

１
次
的
に
教
職
員
だ
と
自
覚

し
、
再
発
防
止
に
向
け
て
不
断

「
（事
故
を
）
無
駄
に
せ
ず
、
先
生
が
し
っ
か
り
取
り
組
ん
で
い
け
る

よ
う
願
う
」
と
話
す
原
告
の
西
野
友
章
さ
ん
＝
２４
日
、
菫
橋
市



浜
名
湖
転
覆
で
和
解

豊
橋
市
後
日
、遺
族

へ
謝
罪

浜
松
市
の
浜
名
湖
で
２
０
１

０
年
、
愛
知
県
豊
橋
市
立
章
南

中
学
校
の
校
外
学
習
中
に
ボ
ー

ト
が
転
覆
し
、
水
死
し
た
西
野

花
菜
さ
ん

（
当
時
１２
）
の
両
親

が
豊
橋
市
な
ど
に
６
８
２
９
万

円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟

で
２４
日
、
名
古
屋
地
裁
豊
橋
支

部

（
田
近
年
則
裁
判
長
）
で
和

解
が
成
立
し
た
。

同
支
部
が
、
豊
橋
市
側
が
安

全
を
確
保
す
る
義
務
を
怠

っ
た

責
任
を
認
め

て
両
親
に
謝
罪

し
、
再
発
防
止
に
取
り
組
む

な
ど
と
す
る
和
解
案
を
示
し
て

い
た
。
こ
の
日
和
解
に
応
じ
た

の
は
同
市
と
、
校
外
学
習
を
実

施
し
た
静
岡
県
の
施
設
の
運
営

を
委
託
さ
れ
た

「小
学
館
集
英

社
プ

ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
」

（
東

京
）
．
静
岡
県
は
、
県
議
会
の

承
認
を
受
け
た
う
え
で
和
解
す

る
。

和
解
金
は
、
静
岡
県
と
同
プ

ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
両
親
に
支
払

う
。
豊
橋
市
の
佐
原
光

一
市
長

は
２５
日
に
会
見
を
開
き
、
和
解

に
至

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
説
明

す
る
。
後
日
、
両
親
に
謝
罪
す

る
と
い
う
。

（
一
部
地
域
で
記
事
が
重
複
し
ま
す
）

か

っ
た
の
か
」
と
憤

っ
た
。

妻
の
光
美
さ
ん
と
と
も
に
市

側
の
責
任
を
問
い
続
け
た
２
年

４
カ
月
間
。
署
名
を
募
り
、
議

会
に
請
願
し
、
市
長
に
も
謝
罪

を
求
め
た
。
友
章
さ
ん
は

ス
和

解
し
て
）
安
心
し
た
半
面
、
市

に
対
し
て
不
信
感
を
抱
い
て
い

る
」
と
語
る
。

両
親
の
代
理
人
の
小
林
修
弁

護
士
に
よ
る
と
、
市
側
が
一墓
仕

を
認
め
謝
罪
す
る
と
の
内
容
で

和
解
す
る
こ
と
を
裁
判
所
か
ら

促
さ
れ
た
後
、
市
側
の
対
応
に

変
化
が
あ

っ
た
と
い
う
。
た
だ
、

友
章
さ
ん
は

「
市
は
、
主
体
的

に
で
は
な
く
裁
判
所
に
従

っ
た

だ
け
で
、
根

っ
こ
の
体
質
は
変

わ

っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
た
。

市
の
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
和
解
条
項
の
全
文
の
掲
載

を
頼
ん
だ
が
、

「
ス
ペ
ー
ス
が

な
い
」
と
し
て

一
部
し
か
載
ら

な
か

っ
た
。
事
故
を
風
化
さ
せ

な
い
た
め
、
友
章
さ
ん
は
ホ
ト

ム
ペ
ー
ジ
を
作

っ
て
全
文
を
載

せ
る
つ
も
り
だ
。
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「安
心
の
半
面
不
信
」

■名古屋地裁豊橋支部が示 した和解案

1 豊橋市は、中学校の校外学習で西野

花菜さんの尊い命が失われ、両親である

原告らにFiやしがたい悲しみと多大な,さ

労を与えたことに対し、謝罪する。

2 市 tま 、次の点について責任があつた

ことを認め、原告らに謝罪する。

C市教委は事故当時、校外学習における

安全マニュアルを策定していなかったた

めて安全対策や危機管理体制が学校任せ

の状況で、適切な指導、助言を行う体制

がな力)つ た。

②市教委は校外学習について、管理職ヘ

の危機管理の研修や情報を共有する体制

が不十分だつた。

0学校が、委託先が作った手こぎボート

の訓練プログラムの安全性をチェックし

ていなかった。

O学校は、船に指導員が乗るよう求めな

かった。

0事故当日に訓練が実施できるかどう

か、委託先の判断に全面的に依拠し、学

校が独自に検討せず、委託先の判断をチ

ェックしなかった。

3 これらの内容について、市長が原告

らに謝罪する公式の場を設ける。

4 市は和解の趣旨を踏まえて検証を十

分に行い、安全対応マニユアル改定など

の体制の整備と、実効的な運用に最大限

つとめる。生徒の生命・身体の安全を守

るのtま第 1次的に各学校の教職員である

ことを強く自党し、再発防止に向けて不

断の努力をする。

花
菜
さ
ん
の
父

・
友
章
さ
ん

闇
幽
貝

（
５３
）
は
和
解
成
立
後
に
会
見

し
、

「労
力
と
時
間
を
か
け
て

や

っ
と
豊
橋
市
に
認
め
て
も
ら

え
た
。
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
か
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一万
円
の
損
害
賠
償
を
求
め

一て
３
者
を
提
訴
。
県
と
指

一定
管
理
者
は
当
初
か
ら
、

一魏
璧
進
め
登
息
向
を
示

一しま駆
甲
嚢
會

講
郵
豊
橋
市
が
謝
罪

ヘ

浜
名
湖
で
２
０
■
０
年

６
月
、
県
立
三
ケ
日
青
年

の
家

（浜
松
市
北
区
）
の

手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
が
転
覆

し
、
豊
橋
市
立
章
南
中
１

年
の
西
野
花
菜
さ
ん
＝
当

時
（１２
）‐―
が
死
亡
し
た
事

故
で
、
両
親
が
豊
橋
市
と

静
岡
県
、一写
曇
ヽ
理
者
「小

学
館
集
英
社
プ
ロ
ダ
ク
シ

ョ
ン
」

（東
京
都
）
の
３

者
を
相
手
に
損
害
賠
償
を

意

よ
訴
訟
の
弁
論
準
備

手
続
き
が
２４
日
、
名
古
屋

地
裁
豊
橋

，
部

（田
近
年

則
裁
割
長
）
で
あ
り
、
豊

橋
市
、
指
定
管
理
者
と
和

解
が
成
立
し
た
「
静
岡
県

も
県
議
会
の
承
認
を
経
た

上
で
、

１２
月
下
旬
の
和
解

を
目
指
す
。

＝
関
連
記
事
２９
面
ヘ

豊
橋
市
は
和
解
条
項
に

従
い
、
野
外
活
動
時
の
引

率
教
員
の
判
断
ミ
ス
や
危

機
管
理
体
制
の
不
備
を
認

め
て
両
親
に
謝
罪
す
る
。

佐
原
光

一
市
長
が
あ
日
午

後
、
市
役
所
で
謝
罪
会
見

を
開
く
予
定
。

指
定
管
理
者
と
は
、
和

解
金
を
支
払
う
内
容
で
合

意
し
た
。

具
体
的
な
金
額

は
明

ら
か
に
し
て
い
な

い
。
豊
橋
市
は
和
解
金
を

負
担
し
な
い
。

西
野
さ
ん
の
両
親
は
今

営
し
て
い
る
静
岡
県
や
指

定
管
理
者
と
は
立
場
が
違

う
」
な
ど
と
し
て
争
ら
構

え
だ

っ
た
が
、
９
月
に
開

か
れ
た
弁
論
準
備
手
続
き

で
主
張
を
転
換
。

謝
罪
す

る
方
針
を
固
め
た
た
め
、

和
解
に
向
け
た
協
議
が
進

展
し
た
。

衷
心
よ
り
お
わ
び

佐
原
光

一
豊
橋
市
長
の

コ
メ
ン
ト
　
西
野
花
菜
さ

ん
の
冥
福
を
お
祈
り
す
る

と
と
も
に
、
両
親
に
癒
や

ｎ̈
一荼

は
本
意
で
は
な
く
、
裁
判

所
の
和
解
案
を
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
た
。

速
や
か
に
対
応
す
る

静
岡
県
教
委
の
活
洲
み

な
子
社
会
教
育
課
長
の
コ

メ
ン
ト
　
損
害
賠
償
請
求

が
な
さ
れ
て
以
来
、　
一
員

し
て
和
解
の
意
思
を
表
明

し
て
き
た
。
和
解
の
道
筋

が
付
い
た
の
で
関
係
者
と

調
整
し
、
和
解
に
向
け
て

速
や
か
に
対
応
す
る
。
ご

遺
族
に
対
し
て
も
引
き
続

き
誠
意
を
持

っ
て
対
応
す

る
。　
　
　
　
　
　
一


